


参 考 

 

●再犯の防止等の推進に関する法律（抄） 

（再犯防止推進計画） 

第７条 政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（以下「再犯防止推進計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 再犯防止推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 再犯の防止等に関する施策の推進に関する基本的な事項 

二 再犯の防止等に向けた教育及び職業訓練の充実に関する事項 

三 犯罪をした者等の社会における職業及び住居の確保並びに保健医療サービス

及び福祉サービスの利用に係る支援に関する事項 

四 矯正施設における収容及び処遇並びに保護観察に関する体制その他の関係機

関における体制の整備に関する事項 

五 その他再犯の防止等に関する施策の推進に関する重要事項 

３～７ （略） 

 

（地方再犯防止推進計画） 

第８条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市

町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（次項において「地方

再犯防止推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 

 

 

●社会福祉法（抄） 

（地方社会福祉審議会）  

第７条 社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。）

を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法 （昭和 22 年法律第 67 号）第 252

条の 19 第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第 252 条の 22 第

１項 の中核市（以下「中核市」という。）に社会福祉に関する審議会その他の合議

制の機関（以下「地方社会福祉審議会」という。）を置くものとする。  

２ 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に

属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。 

 

 


